
(興行用 )

申 立 書

別紙の名簿に記載 されている当機関の経営者及び常勤の職員は,出 入国管理

及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令の 「興行」の項の下欄

第 1号 口 (3)(又は第 1号ハ (6))に 掲げる者のいずれにも該当しないこと

を中し立てます。

年   月   日

法 務 大 臣 殿

契約機関 (又は出演施設を運営する機関)の所在地

機関の名称

代表者の氏名

(印 )

(注)別紙として,経営者及び常勤の職員の名簿を添付することG

′
~


